
 

東京都災害拠点連携病院指定要領 

 

平成２５年４月２５日 ２４福保医救第１４１６号 

              

第１ 目的 

この要領は、東京都災害拠点連携病院設置運営要綱（平成２５年４月２５日付２４福保医救第１

４１５号。以下「要綱」という。）の規定に基づく災害拠点連携病院の指定に関する具体的な事項

を定め、災害時における傷病者の適切な医療を確保することを目的とする｡ 

 

第２ 指定の手順 

東京都知事（以下「知事」という。）は以下の手順に基づき、災害拠点連携病院を指定する。 

  （1） 指定の申請 

     災害拠点連携病院を運営しようとする医療機関の開設者は、あらかじめ東京都の担当者と協

議の上、別記第１号様式により知事に対し、指定を申請する。 

（2） 指定 

   知事は、前項の規定により提出された指定申請書及び添付書類を審査の上、災害拠点連携病

院を指定し、別記第２号様式により当該医療機関の開設者あて、その旨を通知する。 

(3) 届出の変更 

災害拠点連携病院に指定された医療機関の開設者は、開設者所在地、病院の名称、病院の所 

在地に変更があった場合は、別記第３号様式により、届け出ること。 

 

第３ 運営上の留意事項 

   指定を受けた医療機関の開設者は、要綱第４に規定する運営方針を遵守し、災害時の医療救護活

動をより効果的に行うため、災害対応マニュアルの策定や事業継続計画（ＢＣＰ）など、災害時の

体制整備に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


